
政
令
第
二
百
四
十
七
号

統
計
委
員
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

統
計
委
員
会
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
委
員
会
の
運
営
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
分
科
会
及
び
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
統
計
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
委
員
会
及
び
分
科
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
委
員
長
」
の
下
に
「
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同

条
第
六
項
中
「
は
、
」
を
「
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
分
科
会
）

第
一
条

統
計
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
、
評
価
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

分
科
会
は
、
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
統
計
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ



た
事
項
（
同
法
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
統
計
技
術
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
意
見
を
述
べ
る
こ

と
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
す
る
。

４

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

５

分
科
会
長
は
、
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

６

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

７

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
委
員
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
統
計
委
員
会
に
新
た
に
評
価
分
科
会
を
置
く
等
の
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。


